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病院立入検査薬事事前調査表 
＜記入上の留意事項＞ 

本調査は、貴施設内の「薬局・薬品庫における医薬品等の管理」、「薬局以外の医薬品等の管理」に関して、薬事

関係の現在の状況を確認するためのものです。 

 薬局以外の場所については、該当箇所の責任者の立会のうえ、薬剤師が点検してください。 

 「適・否」欄には、点検して適切であれば「○」、不適切な部分があった場合は「×」を記載してください。取扱

いが無い項目については「－」を記載してください。 

 

施設名称   電話番号  

施設所在地  

記入年月日 令和  年  月  日 記入者（所属）           （     ） 

 

１．薬局・薬品庫における医薬品等の管理について         

NO 点 検 項 目 適・否 

１ ＜薬局・薬品庫の設備・管理＞ 

① 冷暗所（冷蔵庫等）及び調剤に必要な器具を設置していますか。  

② 採光照明、換気(薬塵防止、温･湿度)、清潔保持、整理整頓に配慮しています

か。 

 

２ ＜医薬品の温度管理＞ 

① 冷暗所(冷蔵庫等)に貯蔵の必要な医薬品は、常時 15℃以下の暗所に貯蔵してい

ますか。 

 

② 冷暗所(冷蔵庫等)の温度管理を、温度設定機能付き保冷庫や温度計の設置によ

り、適正に行っていますか。また、温度計は破損等していませんか。 

 

③ ワクチンやインスリンなど管理する温度帯の異なる医薬品の管理は、適切に行

っていますか。 

 

３ ＜医薬品の遮光管理＞ 

① 遮光が必要な医薬品は、遮光の措置をして保管していますか。（ネオフィリン、

スルピリン、メチロン、ロセフィン、ワソランなど） 

 

４ ＜医薬品の期限管理＞ 

① 医薬品の有効期間、使用期限を定期的に点検していますか。  

② 期限切れの医薬品を区別し、適切に保管、廃棄していますか。  

５ ＜医薬品等の管理その他＞ 

① 医薬品と他の薬品等は区分して保管していますか。また、医薬品用冷暗所（冷

蔵庫等）に、食品や人体に使用する目的以外の薬品等を保管していませんか。 

 

② 医薬品やその容器･保管場所を清潔に管理していますか。  

③ 引火性の薬品等の転倒防止等に配慮していますか。（ベンジン、エタノール等）  
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NO 点 検 項 目 適・否 

６ ＜特定生物由来製品（血液製剤等）の管理＞ 

① 保存血液は他のものと区別して保管し、適切な温度管理を行っていますか。 

（専用の保管庫での保管が望ましい） 

 

② 特定生物由来製品の使用記録を作成し、２０年間保存していますか。 

（患者住所、患者氏名、製品名、製造番号又は製造記号、使用年月日） 

 

③ 不要になった特定生物由来製品は、感染リスクを考慮し、適正に処理していま

すか。 

 

７ ＜毒薬・劇薬の管理＞ 

① 毒薬は、容易に持ち運びできない専用の保管庫に常時施錠して保管しています

か。 

 

② 毒薬保管庫の管理者を設置して鍵の管理をしていますか。  

③ 毒薬の保管場所に他の医薬品を保管していませんか。（受払簿等の混在は望ま

しくない） 

 

④ 毒薬は、受払簿を作成するなど数量管理を適正に行っていますか。  

⑤ 劇薬は、他の医薬品と区別して保管していますか。  

⑥ 劇薬は、在庫数量の管理を行う等、盗難・紛失及び不正使用の防止のために必要な

措置を講じていますか。 

 

⑦ 毒薬や劇薬を小分けした際の、容器の表示は適切ですか。 

 （毒薬は黒地に白枠・白字で「毒」の文字と品名、劇薬は白地に赤枠・赤字で「劇」

の文字と品名） 

 

８ ＜処方箋＞ 

① 患者の氏名や用法、用量等院内処方箋の記載事項は適切ですか。  

② 調剤年月日や疑義照会内容等、調剤済み処方箋の記載事項は適切ですか。  

③ 調剤済み処方箋は２年間保存していますか。  

④ 毎日の処方箋枚数を入院･外来別に記録していますか。  

９ ＜調剤済み薬への表示＞ 

① 患者の氏名、用法、用量等調剤済み薬の容器包装への表示は適切ですか。  

10 ＜毒物・劇物の管理＞ 

① 毒物･劇物はその他の物と区分し、容易に持ち運びのできない専用の保管庫に

施錠して保管していますか。(受払簿等の混在は不可) 

 

② 毒物･劇物を小分けした際の、容器の表示は適切ですか。  

（「医薬用外」の文字及び毒物は赤地に白色で「毒物」の文字、劇物は白地に赤

色で「劇物」の文字） 

 

③ 毒物･劇物の保管庫には所定の事項を表示していますか。 

 （｢医薬用外毒物｣｢医薬用外劇物｣の表示） 

 

④ 毒物･劇物は、受払簿を作成するなど数量管理を適正に行っていますか。  

⑤ 鍵の管理者を設置して鍵の管理を適切に行っていますか。  

11 ＜麻薬免許証の管理＞ 

① 麻薬の施用や、麻薬処方箋の発行を行う医師は、有効期間内の麻薬施用者免許

証を持っていますか。 

 

② 麻薬管理者、麻薬施用者免許証の記載事項は変わっていませんか。  

③ 麻薬処方箋や麻薬施用伝票の麻薬施用者免許番号を確認していますか。  
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NO 点 検 項 目 適・否 

12 ＜麻薬の管理＞ 

① 麻薬は、業務所内の専用の麻薬金庫に施錠して保管していますか。 

(麻薬以外のもの（向精神薬や施用伝票等）の混在は不可) 

 

② 調剤済みの内服又は外用の麻薬を病棟で保管する場合も病棟の麻薬金庫に施

錠して保管していますか。 

 

13 ＜麻薬処方箋等の記載事項＞ 

① 麻薬処方箋の記載事項は適切ですか。 

 （患者の氏名、患者の年齢、麻薬の薬名、分量、用法、用量、処方箋の発行年月

日、麻薬施用者の署名又は記名押印、麻薬施用者免許証番号） 

 

② 麻薬施用伝票の記載事項は適切ですか。 

 （患者の氏名、麻薬の薬名、請求数量、実施又は廃棄数量、請求年月日、 

麻薬施用者の署名又は記名押印、麻薬施用者免許証番号） 

 

14 ＜麻薬受払簿の記載事項等＞ 

① 麻薬受払簿に次の事項が品名別に記載されていますか。（入院患者の持参分に

ついても必要） 

 （譲受年月日、譲受数量、購入先、譲渡証番号、製造番号(備考欄記載)、施用(交

付)、廃棄、事故、倍散予製した年月日･数量、原末より予製した年月日･数量、

患者名、廃棄立会者署名） 

 

② 麻薬受払簿は最後の記載から２年間保存されていますか。  

③ 麻薬受払簿の数量と現品は一致していますか。  

④ 麻薬譲渡証は２年間保存されていますか。  

15 ＜麻薬施用の記録＞ 

 ① カルテに麻薬施用の記録を行っていますか。（入院患者が持参した麻薬を施用

する際も必要） 

 （施用麻薬の品名、含有量及び数量、施用年月日、○麻の記号の朱記(表紙及び施

用の記録の項)） 

 

② カルテと麻薬処方箋・麻薬施用伝票及び麻薬受払簿の記載は一致しています

か。 

 

16 ＜麻薬関係手続＞ 

① 調剤前の麻薬を廃棄する必要がある場合、あらかじめ麻薬廃棄届を提出してい

ますか。 

 

② 調剤済み麻薬を廃棄した場合、30日以内に届出していますか。  

③ 麻薬の滅失・盗難・破損・流失・所在不明等の事故の際に、麻薬事故届を提出

していますか。 

 

④ 麻薬中毒者を診断した場合は届出していますか。  

⑤ 麻薬年間受渡届の内容は適正ですか。  
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NO 点 検 項 目 適・否 

17 ＜向精神薬の管理＞ 

① 向精神薬の保管場所は、医療従事者が不在となる場合は施錠されていますか。

（ｾﾆﾗﾝ､ﾚﾝﾄﾞﾙﾐﾝ､ﾌｪﾉﾊﾞｰﾙ､ﾎﾘｿﾞﾝ､ｾﾙｼﾝ､ﾀﾞｲｱｯﾌﾟ､ﾄﾞﾙﾐｶﾑ､ｿｾｺﾞﾝ､ﾚﾍﾟﾀﾝ､ｻｲﾚｰｽ､ﾘｰ

ｾﾞ､ﾏｲｽﾘｰ､ﾙﾋﾟｱｰﾙ､ﾜｺﾋﾞﾀｰﾙ､ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ､ﾊﾙｼｵﾝ､ﾍﾟﾝﾀｼﾞﾝなど） 

 

② 向精神薬を廃棄する場合は、回収不能な方法で行っていますか。  

③ 向精神薬の盗難、紛失等の事故発生時において、次の場合は届出していますか。 

・末、散剤、顆粒剤 100g(包)以上 ・錠剤、カプセル剤、坐剤 120個以上 

・注射薬 10アンプル(バイアル)以上 ・内服液剤 10容器以上 

 

④ 向精神薬(1種・2種)の譲受、廃棄時の記録を行い、２年間保存していますか。 

（記録事項：品名、数量、年月日、譲受相手方の氏名(名称)･住所(所在地)） 

（納品伝票をもって記録とする場合は、向精神薬以外の伝票と別綴りとするこ

と） 

 

18 ＜覚醒剤原料の管理＞ 

① 業務所内の施錠設備のある固定された保管庫で保管し、施錠していますか。 

（毒薬と同一場所への保管は可） 

 

 

② 覚醒剤原料（調剤済みを含む）を廃棄する場合は、あらかじめ廃棄届を提出し

ていますか。 

 

③ 譲渡証は２年間保存していますか。  

④ 覚醒剤原料は、受払簿を作成するなど数量管理を適正に行っていますか。  

19 ＜覚醒剤の管理＞ 

① 施用のため交付する際、所定の書面を交付していますか。  

② 所定の書面の記載事項は適切ですか。 

 （交付を受ける者の住所・氏名・年齢、施用方法、施用期間、医師の署名） 

 

③ 業務所の固定された堅固な場所で保管し施錠していますか。（麻薬金庫での保

管は可） 

 

④ 覚醒剤の帳簿を作成し、最終記載から２年間保存していますか。  

⑤ 覚醒剤帳簿の記載事項は適切ですか。 

 （譲受、施用、交付年月日、品名、数量、相手方の氏名（名称）・住所、事故の

届出及び廃棄をした覚醒剤の品名・数量） 

 

⑥ 譲渡証は２年間保存していますか。  

⑦ 覚醒剤を廃棄する場合は、あらかじめ届出を行っていますか。  
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２．薬局以外の医薬品等の管理について 

ア）医薬品等の保管場所について（保管する可能性がある場所に○を入れて下さい。） 

NO 点  検  項  目 

点検箇所（結果） 
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１ 普通薬（調剤前のもの）         

２ 冷暗所保存医薬品         

３ 遮光保存医薬品         

４ 特定生物由来製品         

５ 毒薬（調剤前のもの）         

６ 劇薬（調剤前のもの）         

７ 向精神薬（調剤前のもの）         

８ 毒物・劇物         

９ 麻薬（調剤済みのものも含む）         
 

 

イ）薬局以外の医薬品の管理について（上記アで○を付けた箇所を全て点検して下さい。）   

NO 点 検 項 目 適・否 

１ ＜医薬品の温度管理＞ 

① 冷暗所(冷蔵庫等)に貯蔵の必要な医薬品は、常時 15℃以下の暗所に貯蔵してい

ますか。 

 

② 冷暗所(冷蔵庫等)の温度管理を、温度設定機能付き保冷庫や温度計の設置によ

り、適正に行っていますか。また、温度計は破損等していませんか。 

 

③ ワクチンやインスリンなど、管理する温度帯の異なる医薬品の管理は、適切に

行っていますか。 

 

２ ＜医薬品の遮光管理＞ 

① 遮光が必要な医薬品の管理は、適切に行っていますか。（ネオフィリン、スルピ

リン、メチロン、ロセフィン、ワソランなど） 

 

 

３ ＜医薬品の期限管理＞ 

① 医薬品の有効期間、使用期限を定期的に点検していますか。  

４ ＜医薬品等の管理その他＞ 

① 医薬品と他の薬品等は区分して保管していますか。また、医薬品用冷暗所（冷

蔵庫等）に、食品や人体に使用する目的以外の薬品等を保管していませんか。 

 

② 医薬品やその容器･保管場所を清潔に管理していますか。  

③ 引火性の薬品等の転倒防止等に配慮していますか。（ベンジン、エタノール等）  
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NO 点 検 項 目 適・否 

５ ＜特定生物由来製品（血液製剤等）の管理＞ 

① 保存血液は他のものと区別して保管し、適切な温度管理を行っていますか。 

（専用の保管庫での保管が望ましい） 

 

６ ＜毒薬・劇薬の管理＞ 

① 毒薬は、容易に持ち運びできない専用の保管庫に常時施錠して保管しています

か。 

 

② 毒薬保管庫の管理者を設置して鍵の管理をしていますか。  

③ 毒薬の保管場所に他の医薬品を保管していませんか。  

④ 毒薬は、受払簿を作成するなど数量管理を適正に行っていますか。  

⑤ 劇薬は、他の医薬品と区別して保管していますか。  

⑥ 劇薬は、在庫数量の管理を行う等、盗難・紛失及び不正使用の防止のために必要な

措置を講じていますか。 

 

⑦ 毒薬や劇薬を小分けした際の、容器の表示は適切ですか。 

 （毒薬は黒地に白枠・白字で「毒」の文字と品名、劇薬は白地に赤枠・赤字で「劇」

の文字と品名） 

 

７ ＜毒物・劇物の管理＞ 

① 毒物･劇物はその他の物と区分し、容易に持ち運びのできない専用の保管庫に施

錠して保管していますか。 

 

② 毒物･劇物を小分けした際の、容器の表示は適切ですか。  

（「医薬用外」の文字及び毒物は赤地に白色で「毒物」の文字、劇物は白地に赤色

で「劇物」の文字） 

 

③ 毒物･劇物の保管庫には所定の事項を表示していますか。 

 （｢医薬用外毒物｣｢医薬用外劇物｣の表示） 

 

④ 毒物･劇物は、受払簿を作成するなど数量管理を適正に行っていますか。  

⑤ 鍵の管理者を設置して鍵の管理を適切に行っていますか。  

８ ＜麻薬の管理・記録＞ 

① 麻薬は、業務所内の専用の麻薬金庫に施錠して保管していますか。(麻薬以外の

もの（向精神薬や施用伝票等）の混在は不可) 

 

② 調剤済の麻薬や返却された麻薬についても、麻薬金庫に保管していますか。  

③ 麻薬金庫の鍵の管理者は、決めていますか。  

④ 麻薬を施用した際、診療録の記載は適切ですか。  

９ ＜向精神薬の管理＞ 

① 向精神薬の保管場所は病院内であって、医療従事者が不在となる場合は施錠さ

れていますか。（ｾﾆﾗﾝ､ﾚﾝﾄﾞﾙﾐﾝ､ﾌｪﾉﾊﾞｰﾙ､ﾎﾘｿﾞﾝ､ｾﾙｼﾝ､ﾀﾞｲｱｯﾌﾟ､ﾄﾞﾙﾐｶﾑ､ｿｾｺﾞﾝ､ﾚﾍﾟ

ﾀﾝ､ｻｲﾚｰｽ､ﾘｰｾﾞ､ﾏｲｽﾘｰ､ﾙﾋﾟｱｰﾙ､ﾜｺﾋﾞﾀｰﾙ､ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ､ﾊﾙｼｵﾝ､ﾍﾟﾝﾀｼﾞﾝなど） 

 

② 向精神薬を廃棄する場合は、回収不能な方法で行っていますか。  
 


